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１．科学的な根拠に基づく判断を 

新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大への対応として「ＧｏＴｏトラベル」事業の

一時停止が発表された。事業の停止にあたり、事業が感染拡大の主要な要因であるとの科

学的な根拠が示されない中で、報道をつうじ事業によって感染が拡大したかのような雰囲

気が醸成されている。政府は科学的な根拠を示したうえで、適時的確な情報の提供および

判断をおこない、感染の収束後は速やかに事業を再開するよう求める。 

 

２．停止に伴う利用者への十分な案内を 

今回の一時停止をうけて、対象期間に予約をしている多くの利用者については、取消時

の手続き、取消料について現場にて混乱のないよう、政府は速やかに必要な指針の整備、

指示をおこなうよう求める。また修学旅行など行事としての性質上、容易に取り消し、ま

たは延期できないものについては、取扱いについて関係省庁との調整をおこない、利用者

をはじめ、事業者や地方行政に混乱のないよう対応を求める。 

 

３．観光事業者への十分な支援を 

観光は裾野の広い産業であり、宿泊業、旅行業、交通機関、土産物店、飲食店、食材事

業者やリネンサプライ事業者、農林水産業など、関連する業種は多種多様であり、多くの

従事者が関わって観光産業は成り立っている。観光は、地域経済の発展、雇用の創出にも

寄与するなど、働くものは日本の基幹産業としての矜持をもって事業に取り組んでいる。

政府は、今回の一時停止をうけ、観光事業者の取消料はもとより、事業の継続、雇用の維

持にむけて、十分な支援をおこなうよう求める。 
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